
こども医療費受給者証について

１

こども医療費受給者証の有効期間更新について

こども医療費受給者証の有効期間満了に伴い、新しい医療費受給者証（うす桃色）

に更新いたします。

1.対象者 約8,000人（加賀市に住民登録のある0歳から17歳までの児童）

（※平成19年4月2日以降生まれの児童）

2.有効期間 令和7年4月1日から令和12年3月31日（最長）
※現在の受給者証（若草色）は令和7年3月31日までの使用となります。

※新しいこども医療費受給者証は3月中旬から順次送付していく予定であります。

資料3

(旧)令和7年3月31日まで（若草色） (新)令和7年4月1日から（うす桃色）


